
 

（報道発表資料） 
令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ８ 日   

京 都 市 都 市 計 画 局  

                               担当 都市企画部都市計画課 
                               電話 ０７５－２２２－３５０５  
  
 

第８２回京都市都市計画審議会の開催 

 
 

京都市では、都市計画法に基づき都市計画案の調査審議を行うため、京都市都市計画審

議会を設置しています。 

この度、第８２回京都市都市計画審議会を開催します。 

 
 
１ 日  時   
  令和６年１１月８日（金） 午後２時～ 
 

２ 開催場所   
ＡＮＡクラウンプラザホテル 平安の間 

（〒６０４－００５５ 京都市中京区堀川通二条下る土橋町１０番地） 
 
３ 付議案件（予定） 

⑴ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）生産緑地地区の変更について 
（京都市決定） 

⑵ 特定生産緑地の指定について（意見聴取） 
⑶ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）地区計画の変更について 

（京都市決定）（西京桂坂地区計画） 
⑷ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）地区計画の変更について 

（京都市決定）（吉祥院宮ノ東町地区地区計画） 
⑸ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）地区計画の変更について 

（京都市決定）（向島国道１号周辺地区地区計画） 
  



 

４ 会議の傍聴 
 ⑴ 傍聴定員 

 １５人  
 ⑵ 傍聴手続 
   傍聴の受付は、当日の午後１時３０分から午後１時４５分まで会場受付で行い、 
  傍聴希望者が定員を超えた場合は、抽選により傍聴者を決定します。 

⑶ その他 
・ ペーパーレス化の推進による環境負荷の軽減を図るため、本審議会当日の紙資料

の配布は行いません。会場内のスクリーンに説明資料を投影いたしますが、傍聴に当

たり、お手元で説明資料及び図面等を御覧になられる場合は、１１月８日（金）に当

課ホームページ（下記 URL・二次元コード参照）に審議会資料を掲載しますので、 
◇ お持ちのタブレット、パソコン、携帯端末等に保存のうえ、持参いただくか 

 ◇ 事前に掲載した当課ホームページ資料を印刷して持参いただくか 
の対応をお願いいたします。 

  なお、会場から当課ホームページ掲載の資料を閲覧される場合には、ホテルの無線

LAN を御利用いただくか、御自身で通信環境を御用意していただくようお願いします。 
【資料掲載 URL】 

https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_annai/tokei/0000333221.html  

【二次元コード】 
   
 
 
 
 
・ 別途、記者席を設けます。録画及び録音については、京都市都市計画審議会傍聴規

定第６条第２項に基づき、報道機関の方のみ、会議冒頭（事務局による付議案件⑴の

説明が終わるまで）に限り可能です。 
なお、録画撮影を希望される場合、会場設営の都合上、１１月７日（木）午後４時

までに御連絡ください。 
・ 当日の審議会中に、京都市都市計画審議会運営要綱第２条第１項に基づき、審議会

が公開すべきでないと認める場合は、非公開となることがあります。 

 

  

https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_annai/tokei/0000333221.html


 

５ 会場周辺図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：付議案件について）  

１ 生産緑地地区の変更について 

市街化区域内における良好な都市環境の形成に資する生産緑地について、位置及び

区域並びに面積の変更が生じたため変更するものです。 

 

 ２ 特定生産緑地の指定について 

特定生産緑地の指定にあたり、生産緑地法第１０条の２第３項の規定に基づき、本審

議会へ意見聴取を行うものです。 

 

３ 地区計画の変更について（西京桂坂地区計画） 

   桂坂かえで地区において、平成３０年６月の住宅宿泊事業法の施行を踏まえ、建築

物等の用途制限について新たに対象用途を追加することにより、用途の混在を防止し、

引き続き、良好な居住環境の形成・誘導を図るものです。 

 

 ４ 地区計画の変更について（吉祥院宮ノ東町地区地区計画） 

   本市のものづくり産業の基盤となる業務・研究開発・生産機能の高度化及び集積を

誘導するとともに、緑豊かで安心・安全な周辺市街地の居住環境の形成及び地域コミ

ュニティの維持向上を図るため、地区計画を変更するものです。 

 

 ５ 地区計画の変更について（向島国道１号周辺地区地区計画） 

   充実した交通インフラに近接し、市内最大の産業集積エリア「らくなん進都」への

アクセスにも優れる本地区において、新たな事業に関する土地利用の調整がなされた

ことから、農地など周辺環境や営農環境との調和を図りつつ、産業分野において地域

経済を牽引する事業の用に供する施設をより一層誘導し、新たな雇用の創出や域内経

済の好循環をさらに図るため、地区計画を変更するものです。 

地下鉄東西線二条城前駅 ２番出口から 
北へ徒歩約１分 
※ 公共交通機関を御利用のうえ、お越し 

ください。 


